
＜新型コロナウイルス感染症影響対策＞ 

【県】新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金・【国】持続化給付金 

制度説明会開催のお知らせ 

村松商工会では、新潟県による休業要請に応じた事業者に対し支給される「新潟県新型コロナウ

イルス感染症拡大防止協力金」及び新型コロナウイルス感染症拡大により売上が減少した事業者に

対し支給される国の給付金「持続化給付金」の制度概要と申請方法に関する説明会を開催します。 

 どちらも今後の事業継続・経営改善に活用できる給付金ですので、対象要件に該当する事業者の

方はぜひ本説明会にご参加ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．日 時   令和２年５月２２日（金）14:00～15:00 

          説明会終了後、希望により１社 30 分程度で申請に係る個別相談を承ります。 

※要予約（時間：15:00～17:00 申込状況により時間を調整させていただきます） 

２．内 容  ⑴新潟県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の申請手続きについて 

       ⑵持続化給付金の申請手続きについて 

３．講 師  村松商工会 経営指導員 石井 

４．会 場  村松商工会館 ２階大会議室（五泉市村松乙 245） 

５．申 込  5 月 18 日（月）までに村松商工会へお申込みください。 

           TEL.0250-58-2201  FAX.0250-58-8409 

 

５/２２開催 県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金・持続化給付金制度説明会 参加申込書 

事業所名   電話番号   

住  所   ＦＡＸ   

参加者名 ① ② 

申  込 【説明会】□申し込む  □申し込まない 【個別相談】 □申し込む   □申し込まない 

持続化給付金 【給付額（上限）】中小法人等：２００万円  個人事業者等：１００万円 

【対象要件】①2019 年以前から事業収入を得ており、今後も事業継続の意思があること 

②2020 年 1 月以降、新型コロナウイルスの影響により、ひと月の売上が前年同月 

比で50%以上減少していること（※業種は問いません） 

【申請期間】 令和 2 年 5 月１日から令和 3 年 1 月 15 日まで 

【申請方法】 持続化給付金申請用 HP（https://jizokuka-kyufu.jp）からの電子申請 

              ※書類による申請については現時点で未定ですが、説明会当日までに詳細が決定

した場合、あわせて説明いたします。 

新潟県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金 【給付額（一律）】１０万円 
【対象要件】①新潟県内で、緊急事態措置（令和 2 年 4 月 21 日）以前から協力金支給対象施設

（裏面参照）を営んでいること 

②緊急事態措置の期間（令和 2 年 4 月 22 日から令和 2 年 5 月 6 日まで）のうち 

少なくとも令和2年 4月 24日から令和 2年 5月 6日までの全ての期間におい 

て、県の要請に応じ、休業や営業時間の短縮等を行っていること。 

【申請期間】 令和 2 年 5 月 11 日から令和 2 年 6 月 30 日まで 

【申請方法】 県申請用 HP（https://niigata-kyugyo.jp）からの電子申請か書類の郵送申請 

https://jizokuka-kyufu.jp/
https://niigata-kyugyo.jp/


 

＜新潟県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金支給対象施設＞ 

 

 


